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２． ソフトウェア
中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外から

のオフショア開発拠点として発展してきたが、世界経済の
変化や中国経済の急速な発展に伴い、中国国内に巨大IT
企業が誕生し、IT企業以外も含めソフトウェアへの投資が
積極的に行われている。また、廉価な生産拠点という位置
付けから、重要なマーケットとして捉えた企業進出が増加
している中、ソフトウェア業界においてもこの傾向が増加
しており、オフショアとしての生産拠点を有する企業に加え
て、中国をソフトウェアビジネスの市場と捉える企業が増
え、中国市場向けに転換する例が増えている。

ソフトウェアビジネス市場として特に有望な領域は、中国
が抱える社会問題の解決手段を提供する分野である。環境
汚染、交通渋滞、医療、高齢化、労働人口の減少等の諸問
題を解決するための重要な役割として、ソフトウェアを活用
したICTが期待されている。

ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵である
ことは言うまでもないが、これに加えて、中国に適合したビ
ジネスモデルの構築が重要である。特に最近のトレンドと
なっているクラウド、IoT（モノのインターネット）、ビッグ
データ、モビリティ、AI、情報セキュリティや、従来産業にイ
ンターネットによる付加価値を加える「インターネット＋（プ
ラス）」やデジタル技術を利用したDX（デジタルトランス
フォーメーション）は、地場資本の企業も含めた在中企業に
とって有益なものになると想定される。

さらに、外資を中心にソフトウェア業界において、仕事の
仕方においても変化が表れている。新型コロナウイルス感
染症の感染が拡大する環境下における「ニューノーマル」
な対応として、在宅勤務、リモート会議等が拡大してきてお
り、ICTの活用は在中企業においても今後拡大することが想
定される。

中国のソフトウェア産業の変遷
日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに渡り
日本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点としての位
置付けである。これは、中国当局の外資誘致、外貨獲得およ
び雇用増加といった基本政策にも合致するものであり、沿
岸部だけでなく内陸部にもソフトウェアパークなどのインフ
ラが整備され、ソフトウェア産業の誘致、助成の政策となっ
て表れている。

一方、日本企業においては、自前で開発していた業務アプ
リケーション分野にまでグローバルなソリューションの適用
が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡といったサ
イクルの重なりもあって、新規ソフトウェアの開発量が減少し
ている。こうした開発量の減少傾向に加え、2022年のさらな
る急激な円安の進展により、中国におけるオフショア開発拠
点の優位性が崩れつつある。さらに、中国における人件費の
高騰は、タイ・インドネシア・ベトナムなどのASEAN地域にお
けるオフショア拠点の優位性を高める結果となっている。

ただし、下記特性が強く求められる領域においては、他の
国・地域での代替は困難な状況であり、中国がソフトウェア
開発の中核リソース拠点として依然期待されている。

・-漢字交じりの日本語や日本式の開発方式への対応力
・-日本サイドでのオンサイト対応要員の充実度
・-大型案件に対する多量の開発要員動員力
このような環境の大きな変化は、単なるオフショア開発
拠点としての機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果
となっているが、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確
実に増大しており、これらのマーケットに対応できているソ
フトウェア会社は急速に成長している。そのため、多くのソ
フトウェア会社はオフショア開発主体のビジネスから在中企
業・組織をターゲットとしたビジネスへとビジネスモデルの
転換を図っている。

中国のソフトウェアマーケットの動向
正確なデータは取れていないが、中国国内のICTマーケッ
トはすさまじい勢いで伸びており、スマートフォンを活用し
たインターネット通販や電子マネーとの連携を中心にさまざ
まなサービスが誕生し、利便性が急速に向上している。これ
に伴い、中国国内に巨大なIT企業が誕生し国内ソフトウェ
アマーケットを牽引している。今後も市民生活に直結したさ
まざまなサービスによりICTマーケットはさらなる成長が期
待できる。このマーケット状況には、以下の様な顕著な傾向
が見て取れる。

投資分野の変化
日系を含む外資企業が、中国を世界の工場から世界の市
場へと位置付けを変え、生産中心のIT投資から販売領域
へのIT投資（製販一体の仕組みや販売チャネルの確立な
ど）が増加している。また、人件費高騰を背景にしたいっそ
うの効率化の追求、情報セキュリティ、スマートファクトリー
（IoT活用）および環境対策といった新規分野への投資が
顕著となっている。それに加え、インターネットやクラウド活
用の増加やデジタル化の進展に伴いDX（デジタルトランス
フォーメーション）による企業活動の高度化への投資が始
まっている。

中国政府の国産品支持政策
工業大国から工業強国への転換を目指す中国政府が、イ
ンフラ整備を海外技術依存から脱却して中国国産品を優先
させる政策も進行している。

新規ICT領域の進展とオープンソースソフトウェアの
活用とアジャイル開発技法
ビッグデータやクラウドコンピューティング、モバイルイン
ターネット、IoT（モノのインターネット）などのICT技術も進
展しつつあり、ソフトウェア産業に新たな変革をもたらして
いる。また、一方で商用ソフトウェアのライセンス料の高騰
もあり、オープンソースソフトウェア（OSS）の活用も積極的
に行われている。また、アジャイル開発技法を取り入れ、素
早くサービスを提供し、随時ソフトウェアを更新して、機能
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強化を積み重ねることでサービス提供範囲を拡大するとい
う手法が中国国内市場では活性化している。

中国のソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおけるビジ
ネスの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社やシステム
インテグレータは、以下のような顧客の特性を理解し、これ
に対応しなければならない。

実績のあるソリューションの提供
在中企業においては、外資・内資にかかわらず、できるだ
け迅速かつ安全にICT化を進めたいと考えている。そのた
め、一部の例外を除いて、実績のあるソリューションの活用
を強く望んでいる。顧客が実際に、「目で見て」「操作して」
導入後のイメージが体感できるパッケージソフトウェアの提
供が強く望まれている。

ソフトウェアビジネスの現地化進展
中国におけるソフトウェア人材の人件費は上昇を続けて
いるが、日本人駐在員あるいは、日本からの出張者による開
発・実施に比べれば、コスト面の優位性を持っている。企業
向けマーケットにおける、新たなソリューションの企画・開発
においては日本に優位性があるが、導入後の維持や改善の
コストダウンと迅速な対応を踏まえ、顧客側も中国人技術
者がより広範囲に対応できるようになることを求めている。

社会問題に対するICTでの取り組み
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、中央
政府・地方政府が最も力を入れている政策である。日本では
センサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等の日本が
有する先進的な技術を活用して、社会問題を解決する対応
が活発に行われており、今後は蓄積したノウハウをベースと
したビジネス展開が中国においても期待されている。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み
ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で購入
して資産化するのではなく、費用として処理することのでき
るSaaS等のクラウドの提供など、ソフトウェアに基づいた
サービスビジネスへの取り組みのニーズが中国においても高
まってきており、政府の指示もあり、中国のクラウド産業の
規模は急速に成長している。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成
日系のオフショア開発企業においては、大量に採用した
大学新卒者に対して高度なIT専門知識と日本語のカリキュ
ラムを用意するとともに、実プロジェクト内でのOJTとの両
輪で、オフショア開発に適した高スキル技術者の育成を図っ
てきた。さらに、インターシップで多くの学生を受け入れ、IT
企業への興味を喚起することで、自社への就職誘導を活発
化している企業もある。在中企業・組織を市場とするソフト
ウェア企業においても、日本語教育以外は同様の育成方法
を行っている。

企業による人材教育投資は、結果的には教育を受けた中
国人技術者のレベルアップにつながり、中国のIT産業発展
に寄与するものとなるはずである。企業のソフトウェア人材
育成に向けた教育投資を行い易くするための補助金制度等
の継続性のある支援措置が望まれる。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題
ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との
合同プロジェクトへの参加を目的に、中国人技術者を日本
で研修させたり、出向させたりする事例が日常的に発生して
いる。特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間が長
期に及ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両国に
おける二重課税問題は、企業において日本への派遣がコス
ト高となってしまい、両国間の技術者の人材交流を阻害す
る要因となっている。

知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌
ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害する模
倣や許諾していない複製の出回りは死活問題であり、中国
でのソフトウェア産業への投資を躊躇させている主要因の
1つとなっている。このような状況は、結果的に中国国内の
ユーザーが最新のソフトウェアサービスを活用できないこと
につながり、長期的な損失は計り知れないものとなる。不
適切なコピー製品を活用している企業・個人に是正を促し、
知的財産権保護に対して、先進国並みの断固たる処置を下
す諸政策が期待される。

近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、オープン
ソースソフトウェア(OSS)の活用が活発化しているが、OSS
には使用許諾条件（ライセンス条件）がある。特にソース
コードの修正や他のソフトウェアと組み合せてシステムを
構築する場合は、専門家（法務担当や知的財産担当）に相
談して、ライセンス違反の防止を図ることが必要である。中
国においても、正しいライセンス条件下でのOSS活用普及
を期待する。

ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト
近年の都市部における人件費やオフィス賃料等の経費高
騰によりソフトウェア産業の経営環境は年々厳しさを増し
てきている。その結果、開発拠点を都市部から低コスト化
が可能な内陸の地方にシフトすることを目的に業務移管が
行われてきている。そのために以下に示すような構造改革
が必要となって来ているが、そのスムーズな実現を促進する
方策として労働契約面，税制面，補助金制度等での支援処
置・優遇策が期待される。

・-都市部での人員削減および地方での増員の実施。
・-地方における開発拠点の開設。
・-会社間の吸収合併（特に地方の企業による都市部企業
の吸収）。

・-上記施策に対応した、都市部から地方への人材の移動
やスキル・ノウハウの移転の実施。
なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面積、納税
額など）が基準となっているが、下記の基準についても検討
を期待したい。
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事業内容：中国の社会的課題解決へ貢献、新たなイノ
ベーションを起こす、など

人材育成：新技術領域の技術者育成、グローバル人材
の育成、など

中国社会における問題解決分野への参入促進
環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化・教育・省エネ等の
問題は、中国社会において早急に対応すべき課題である。
この分野は日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野で
あり、日本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十分
あると考えられる。これらの諸問題は、技術領域、製品領域
が多岐に渡るため、一企業での対応は難しく、関連する複
数企業の強みを連携してこそ早期解決が図れると考えられ
る。しかしながら、現状は中国の各企業が地方政府や大学
の研究機関と個別に連携はしているものの、全体的に整合
性の取れた推進体制とはなっていない。対象分野ごとに、行
政主導で課題解決のスキームを作り、先行する技術を保有
する日本企業を積極的に活用することが、中国にとって有益
と考えられる。

また、上記の社会問題解決分野に関しては、中央政府・
地方政府や国有企業が関与する大型プロジェクトとして推
進され入札をもって購買するケースが大半であるが、中国国
産品が優先的に選択されることが多く、外資に対して公平
な機会の提供が望まれる。

サイバーセキュリティ法関連法の明確化
2017年6月1日にサイバーセキュリティ法が施行された。
さらに2020年6月にはサイバーセキュリティ審査弁法が施
行され、データセキュリティ法（2021年9月施行）、個人情
報保護法（2021年11月施行）、ネットワークセキュリティ審
査弁法（2022年2月施行）、データ国外移転安全評価弁法
（2022年9月施行）など次 と々関連法案が施行されている。
これらは中国国内のデータ管理体制の強化を目的にしてい
ると考えている。データセキュリティ関連法案の法制化は、
グローバルにサービスを提供している企業からみると、企
業活動を制約される可能性がある。外資系企業のスピード
アップを促進し、中国経済の発展に寄与するために、これら
の審査基準や法令違反事例などについて、実務者レベルで
容易に判断できるように明確化が必要と考える。

米中の技術競争の激化
米中貿易摩擦に端を発し、ハイテク分野の覇権争いへ
と拡大している。米国から中国への圧力の中でも、情報通
信業やハイテク産業に対する圧力は、他の業種と比べても
強く、米国が中国の脅威を最も警戒している領域であるた
め、対立の長期化は必至と考えられる。米国発の先進技術
を中国企業に供与することに対して、厳しい制限がかかって
いる。

今後、こうした動きはますます激化するおそれがあり、対
応を苦慮する日系企業が増えていることを懸念する。

新型コロナウイルス感染症の経験から
世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
人および企業の活動が制限される中、ソフトウェア業界は

比較的早く業務再開を実現した。リモートワークし易い業
態であることに加え、リモートワーク可能な環境を有してい
たことが、早期の業務再開を実現できた要因であると考え
る。ただし、課題に直面し、苦労した点も多い。

・-ネットワーク環境の増強（急激な利用者増加への対
応：契約ライセンス増加や帯域拡大など）

・-セキュリティの確保（リモートアクセス機能の活用、
在宅勤務用のパソコンのリモート確認など）

・-コミュニケーション密度の確保（ネットワーク会議
の常時接続、SNSを活用したタイムリーな会議開催
など）
これらには、実現性の高い事業継続計画と具体的な対応
手段の準備が重要である。医療業界や生活必需品／防疫
用品を生産する企業など、社会貢献度の高い顧客の業務継
続にソフトウェア面から寄与し、ソフトウェア業界としての
使命を果たしたい。

＜建議＞
① ソフトウェア人材育成
　ソフトウェア開発事業においては、人材育成が
極めて重要な課題となっており、企業としての投
資も大きなものとなっている。下記に示す施策の
推進を要望する。

・-インターンシップ制度による学生の受け入れは、
新卒新入社員選別の妥当性や育成・早期戦力化
の点で企業・学生双方にメリットがある制度と思
われる。そのためのインターンシップ制度の充実
およびその普及を加速する学生支援策の実施を
要望する。

・-人材育成における企業への支援策として、社員ト
レ−ニング費用に対する補助金の増額、海外か
らの指導者招聘にかかわる規制の緩和と支援
策の設定を要望する。

② 日本への中国人社員の出向・研修時の課税など
にかかわる問題

　ソフトウェア人材のレベル向上のために、中国人
社員を日本の本社等に1年以上出向させるケー
スが多々ある。この際に生ずる下記問題点・課
題等が日本へ人材を派遣する際の阻害要因と
なっている。この問題の解決を要望する。

・-個人所得税の二重課税。日本へ派遣した中国人
社員に対して本来還付されるべき個人所得税が
還付されず、結果として二重課税となっている事
がある。諸手続の簡素化を要望する。

③ 知的財産権の保護
　ソフトウェア産業における知的財産権の保護が
あることで、企業から中国への革新技術の開発
移転や研究開発が進む。中国から見ても、ノウ
ハウの蓄積や最先端技術の人材育成に影響を与
えることになるので、必要な措置および具体的
な対応を要望する。特に、ソフトウェア製品の模
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倣行為の抑制に向けた諸施策の改善、強化を要
望する。

　近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、
オープンソース(OSS)の活用が活発化している
が、OSSを活用する際には、配布の際に遵守すべ
きライセンス規定が存在することを十分に理解
することが重要となる。

④ ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
　人件費、オフィス賃料の高騰、急激な円安等で
中国における日系のソフトウェア産業の経営環
境の厳しさは年々増してきている。特にソフト
ウェアの対日オフショア開発会社の経営環境は
非常に厳しい状況に置かれている。その結果、
都市部から内陸への業務移管のための組織再
編や会社間の買収・合併が実際に行われてお
り、また業務革新や中国国内事業への業務転換
への取り組みが必須となっている。これらに関連
して、労働契約の最適化、税制優遇等による事
業変革への支援の実施を要望する。また、業務
移管を受けて今後事業拡大を図る内陸への技
術・ノウハウの移転を促進するため、都市部から
の高級・熟練技術者の受け入れを支援するため
の優遇策の検討を要望する。

　さらに、従来からソフトウェアの対日オフショア
企業に対して実施されている関連支援政策（企
業所得税、サービスおよび製品増値税優遇、税
金還付手続の簡素化、諸支援金等）や新型コ
ロナウイルス感染症環境下で事業継続性を確
保するための、リモートワーク環境整備（ネット
ワーク環境の増強、パソコンの配備、セキュリ
ティの確保等）への支援金等の維持・強化を要
望する。

　なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面
積、納税額など）が基準となっているが、企業規
模以外の基準検討も期待したい。

⑤ 社会基盤整備等の政府主導プロジェクトへの参
入機会の拡大

　環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、省エ
ネ等の問題は、中央政府、地方政府が最も注力
している政策である。ICT関連の日系企業はこれ
ら領域に関して先進的なテクノロジーに基づく
多くのソリューションを有している。この分野の
関連政策策定での情報公開、参入機会の拡大を
要望する。すなわち、上記社会問題に関連する
領域は、国家安全・国家機密および災害救済に
抵触するものでは無いと考えられ、政府調達法・
入札募集法で規定する内国製品優先の対象外
とし、参入に際して公平な機会が与えられること
を要望する。また、先進的な製品を提供できる
企業への優遇施策の検討を要望する。

⑥ クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い
　IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスは付加
価値電信業務（増値電信業務）に該当すると解
釈され、外資規制となっており、制限が年々厳

しくなっている。その結果外資企業がサービス
ビジネスを実施するうえでの障害となっており、
さらに、在中企業がSaaS等で提供される経営上
有効なサービスを利用する機会を損失させてお
り、中国におけるソフトウェアサービス利用の発
展を阻害していると考えられる。例えばB2Bの
SaaSは、特定のクローズされた顧客企業向けに
当該企業のニーズに応じたビジネスプロセスを
提供するものであり、電信市場に対する影響は
極めて小さいと考えられる。海外クラウドサービ
ス事業に関して、外資企業においてもサービスの
提供が可能となるよう規制緩和を要望する。

⑦ サイバーセキュリティ関連法に関する詳細規則
等の早期制定・公布

　2020年6月施行された「サイバーセキュリティ
審査弁法」に引き続き、2021年9月施行された
「データセキュリティ法」および2021年11月施
行された「個人情報保護法」、2022年2月施行の
「ネットワークセキュリティ審査弁法」など次々
と関連法案が施行されている。これらは、中国の
データ管理体制におけるサイバーセキュリティ
関連法体系の柱と認識しているが、①当局への
協力義務、②安全リスク評価義務、③越境移動
時の審査、④情報の中国国内保存義務、⑤標準
策定、国外機関の国内データアクセスの際の事
前承認などの内容が重複している。外資系企業
の事業活動のスピードアップを促進し、中国経
済の発展に寄与するために、実務レベルで判断
が容易になるよう上記①～⑤に関する運用等の
ルールを定めた詳細規則等の早期制定・公布等
の整備を要望する。


